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　　　今年度の地籍調査のお知らせ 
　市の今年度の地籍調査対象区域は、左

図のとおりです。この事業は宅地、田畑、

山林など土地一筆一筆を土地所有者の立

会いのもと境界を確認して位置、形、面

積などを明らかにする調査です。

　この調査により、地籍が法務局の登記

簿に記載され、土地が法的に保護されま

す。これにより市の都市計画事業が円滑

に行われるほか、個人的な財産である土

地を後々売買や相続するときに起こりう

る無用なトラブルから回避することにも

なります。この事業に要する経費は国・

県および市町村で負担しますので個人負

担はいっさいありません。

  なお、今年度調査対象地域に土地をお

持ちの方に説明会を実施します。場所、

日程については後日通知文を送付します

のでご協力をお願いします。

　 今年度地籍調査事業対象地区
高岡地内（畦橋、二階、祇園作、篠立、

大山団地など）の一部

    ◆問い合わせ先
　谷和原庁舎農政課
　☎ 58 - 2111
　（内線8152 ～ 8153）

◆問い合わせ先
　谷和原庁舎農政課　
　☎ 58 - 2111
　（内線8157）　

　農業の生産性の向上および農業経営の安定と効率化を図るため、生産組織
などが行う農機具および施設整備に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
　補助対象と思われる農業生産組合の方は、谷和原庁舎農政課までお問い合
わせください。

補助対象組織：農家３人以上で組織されている農業生産組織で、生産調整を
　　　　　　　達成していること。

補　  助　  率  ：・農業機械など購入事業については、総事業費の30％以内
　　　　　　     ・農業生産施設整備事業については、総事業費の50％以内

平成20年度市単機械・施設整備事業費補助金のお知らせ
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